
65歳超雇用推進助成金 (65歳超継続雇用促進コース)

提出書類チェックリスト

事業主名:新東都テスター株式会社
就業規則等の改正日:令和3年5月 20日
※申請期限 :改正日の翌日から起算して2か月以内

※ 支給申請に当たつては、下記の内容に準じてA4用紙で番号 で、本チェックリストの提出書類欄に必要事項
を記入し、右端の事業主欄にレ点でチェックを入れてください。(

※ 以下の①～⑮の順に揃えた上で提出してください。
網掛け部分は該当する場合にチェック)

提 出 書 類 事業主 機構

① 支給申請書(様式第2号 )

原本 1部

写し2部

1継続様式第 2号 (1)支給申請書

1継続様式第 2号 (2)対 象被保険者

継続様式第 2号 (3)高 年齢者の雇用管理に関する措置

継続様式第 2号 別紙 1支給申請額算定表

継続様式第 2号 別紙 2記載事項補正・補足票

ピ

□

百

団

□

□

□

□

□

□

② 登記事項証明書(写 )等 写し2部

3か月以内発行の登記事項証明書 (写 )

(但し、法人格がない団体の場合は定款など組織の実

態が分かる書類、個人事業主の場合は所得税申告書

(写 )又は開業届 (写 ))

′

図

改正前後の労働協約又は就業規則

③ 等(写 )(嘱託、パート規程、賃金規

程等の付属する規程を含む)

写し2部

改正後の労働協約又は就業規則

(支給申請日の前日までに労働基準監督署に届出して

いること)

改正前の労働協約又は就業規則

(変更規定のみの場合は、全文規定のわかるもの )

印 □

写し2部
65歳までの確保措置を、基準該当者を対象とする継続

雇用制度により講じている期間がある場合
□

写し2部
対象被保険者が定年時に適用されていた就業規則が上

記③に含まれない場合
□

写し2部
平成28年 10月 19日 以降最高の定年年齢等が確認で

きる労働協約又は就業規則が上記③に含まれない場合

④
旧就業規則に関する申立書

(補助様式1)

原本 1部

写し2部

労働者が常時 10人未満の事業場で改正前就業規則を

労働基準監督署に届け出ていない場合に提出

⑤
雇用保険適用事業所設置届事業主

控(写 )

写し2部
雇用保険適用事業所設置届事業主控又は雇用保険事
業主事業所各種変更届事業主控のうち 最新のもの(⑥

のすべての事業所について提出)

ゴ □

原本 1部

写し2部

複数の雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有す

る場合に提出
□

(1/2)

/′

匡亘理∃

□

□

□

□

⑥
雇用保険適用事業所等一覧表

(補助様式2)
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⑦
対象被保険者の雇用保険被保険者

資格取得等確認通知書等(写 )

写し2部
対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通

′

知書又は事業所別被保険者台帳%と笙2)
由 □

③ 対象被保険者の出勤簿(写 ) 写し2部 出勤簿 (支給申請日前日から起算して1カ月分 ) 面 □

③ 対象被保険者の賃金台帳(写 ) 写し2部

雇用保険加入期間が1年未満は支給申請日前日から起

算して1年前の日から雇用保険資格取得日までの期間 □

休職者の場合は支給申請日前日から起算して1カ 月分

⑨ 兼務役員の雇用実態証明書(写 ) 写し2部 対象被保険者が役員である場合は提出

⑩

対象経費の支払いを確認できる書類

(写 )

(イ)契約確認書類

(口)支払確認書類

写し2部

(イ )契約書 (又は請書) J

(口)支払方法に応じた次の書類

・現金の場合

⇒領収書又は現金出納帳

O振込の場合
⇒振込明細書 (銀行振込受領書)又 は申請事業主

の金融機関の通帳記入部分(又は入出金明細)

・口座振替の場合

⇒申請事業主の金融機関の通帳記入部分

・手形・小切手

⇒領収書、当座勘定照合表、半券

・インターネットバンキング

⇒インターネット上のベージを印刷したもの (予約画

面ではなく振込後のもの)

ゴ

① 預金通帳等(写 ) 写し2部 事業所等名義の振込先口座が確認できるもの □ □

⑫
高年齢者雇用管理に関する措置を確

認する資料
写し2部

継続様式第2号(3)に 記載した措置内容が確認できるも

の
ピ

⑬
支給要件確認申立書 (共通要領 様

式第1号)(R3.41改 正)

原本 1部

写し2部

共通要領 様式第1号

(宛先は、機構理事長宛てであること。)

d □

① その他記載事項を確認する書類 必要に応じて提出を求めたもの □

⑮ 委任状(原本) 原本 1部 代理人による申請を行う場合提出

(2/2)

□

□

□

□ □
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4卜禾口31年・6月 3日

えがお社労士オフィス

油原 信 様

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京支部 高齢 。障害者窓ロサービス課

北村 光生

¬=130-0022

東京都墨田区江東橋2-19-12

墨田公共職業安定所 5階

TEL  03-5638-2284

FAX  03-5638-2282

「65歳超雇用推進助成金 (65歳超継続雇用促進 コース)」

受理に関する書類の送付について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当支部の業務に格別のご高配を賜 り、厚く御礼申し上げます。

「65歳超雇用推進助成金 (65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」

を受理いたしました。 事業主様の控を、送付いたします。

ご査収くださいますようお願いいたします。

※申請日 今和 3年 5月 31日   受付番号 M-03-0035

提出された書類の内容を当機構本部で審査 します。今後、照会等で問い合わせ

をさせていただくことが有るかと思いますので何卒宣しくお願いします。

以 上
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継続様式第2号 (1)

65歳超 雇用 推進 助 成金 (65歳超 継続 雇 用 促進 コー ス )支崎 宅請 書

65歳超雇用推進助成金の支給を受けたいので、薬面留意事項を承議のうえ関係書類を添付し申請します。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長 殿

1 申請事業主

2 労働協約又は就業規則による定年の定め等  (※他社による継続雇用制度を中請する場合は受け入れ先の他社の情報を記入してください)

3 制度を規定した際の経費

*受付番号

3

03,6:Ol

①申請年月日 令和  3 年 5 月 31 日
③雇用保険適用
事業所番号数

1 
個

シントウトテスターカプシキガイシヤ
⑤代表者

職 名 氏名
代表取締役 石塚 康夫

新東都テスター株式会社

トウキョウトネリマクキタマチ
⑦電話番号 3933 8375

〒 179 - 0081

東京都練馬区北町←25-2
③本助成金の

申請回数
回 初回   □ 2回日

⑨常時雇用する
労働者数

る事業
2

の内容
その他のサービス業

①産業分類
(中分類番号)

95
↓|～4か ら選択 1小売業 (飲食店含 )

2卸 売業 3サー ビス業

4そ の他の業種

⑫助成金の
受給歴

コ 過去に70歳以上の措置 (定年が70歳未満、継続雇用が70歳 以上の場合を除く)で本助成金を受給していない

コ 過去に高年齢者雇用安定助成金 (定年引上げの措置に限る)を 受給していない

コ その他国等の助成金において本助成金と同一事由の可能性のある助成金を受給していない

①改正を行った就業規則
等の種類 (名 称)

就業規則

②その他の就業規則等が
ある場合はその名称

賃金規程

実施年月日
(就業規則等の施行日)

(イ )定年年齢
(口 )希望者全員を対象とし

た継続雇用年齢
(ハ)基準に該当する者を
対象とした継続用年齢

令和  3 年 3 月 1 日 65 歳 歳 歳

④現在の定年年齢等
(改正後)

令和  3 年  5 月 20 日 65 歳 70 歳 歳

①経費の内容 就業規則作成に関する委託費
1

l②
支払相手方 えがお社労士オフィス

③支払完了日 令和  3 年 4 月 30 日
I

l④
金額 30,000

円

⑤関係者との取引の有無 □ 申請事業主と関係者との間に要した経費でない

4 支給申請額

(A)実施内容

※該当する口欄にチェック (レ印)をつけてください (複数回答可)

5 振込先

6 事業所担当者、提出代行者等

(3)助成金支給申請額

※支給金額算定表 (別紙 1)で計算した額

80

万 円

65歳への定年引上げ

66歳以上への定年引上げ

70歳以上へφ定年の引上げ又は定年の定めの廃止

希望者全員を66歳～69歳までの年齢まで雇用する継続雇用制度導入

希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度導入

他社による継続雇用制度の導入

①金融機関名 城北信用金庫

1

l②

金融機関コード 1351
|

③支店名 平和台支店 ④支店コード 039

⑤預金科目 普通 □ 当座 □ その他 シントウ トテスター (カ

⑦ (フ リカ・ナ)

口座名義3042798 新東都テスター株式会社 代表取締役 石塚 康夫⑥口座番号

1職名 代表取締役 氏名 石塚 康夫 電話番号  03 3933 8375事業所担当者

※いずれかを選択ll日 提出薇行者 □ 事務代理者 □ 代理人

1住所 〒 170-0013
!   東京都練馬区豊主中トト16

1職名 社会保険労務士 氏名 油原 信 電話番号  090 7820 6280

Э (フリがナ)

事業主の名称

Э 〈フリがナ)

主たる事業所
の所在地

03

③過去最高の定年年齢等
(改正前)

労働協約又は就業規則の
改正により実施した措置
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継続様式第 2号 (3)

(65歳超継続雇用促進コース)

9 高年齢者の雇用管理に関する措置内容

(1)高年齢者雇用等推進者の選任

(2)雇用管理措置
① 高年齢者の雇用管理に関する措置内容について、実施した措置の内容及び実施方法にOを記入してく

ださい。 (複数選択可)

措置の内容

実施方法

単 発 規則等

a職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

b作業施設・方法等の改善

O c健康管理、安全衛生の配慮 0

d職 域の拡大

e知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

f賃金体系の見直し

g勤務時間制度の弾力化

規則等による実施の場合は以下に具体的な規則名と規定している条文番号を記入してください。

による実施の場合は規程そのものを添付し、 下 に 知方法 記載してください。

② 導入 (実施)時期

令和 3年   5  月  1  日

内

④ 55歳以上の措置対象者 (単発で実施した場合のみ記入してください)

※名簿等による でも可

氏名 石塚 康夫 役職 代表取締役 配置日 令和  3年  4 月  15 日

社内規程を掲示し、周知した。

高年齢者雇用管理に関する措置 (内規)を定め、高年齢者への健康管理・安全衛生の配慮として以下の措置を行う事と
する。
(1)年 1回の健康診断の結果を参考に、高年齢者雇用推進者は各人ごとに健康上の問題点 (持病など)を把握し、

長時間労働などで健康を害することの無いよう高年齢者に働きかける。
(2)月 1回の社内全体ミーティングを開催し、高年齢者の就労環境上問題点があれば、高年齢者雇用推進者に問題点

を報告し、問題を解決していく体制を整える。
(3)高年齢者が希望した場合に、歯周疾患検診および骨粗継症検診を会社全額費用負担により行う制度を導入する。

対象者氏名 年齢 対象者氏名 年齢 対象者氏名 年齢

※必ず支給申請の手引きに記載されている確認資料を併せて提出してください。
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継続様式第 2号 別紙 1

(65歳超継続雇用促進コース)

支給申請額算定表

1,実施した制度の算定額

①から順に該当する項目の日欄にチェック(レ印)をつけ、矢印のとおり進んでください。

2つ以上の制度を実施した場合は最も高い金額の制度のみチエック(レ印)をつけてください。

2.支給申請額

※②の既受給額は2回目の申請を行う場合に記入してください (1回目の申請の場合は「0円」)。

①算定額 (※)   ③支給申

800,000F可

単位 :円

①実施した制度 ②引上げた年数 ③対象被保険者数 【A】 ④算定額

定
年
制
度

□ 65歳 □ 10人未満  一―――一一→ []     250,000

□ 10人 以上 E]     300,000

□ 66歳 ～69歳 □ 5歳未満 一―

「

)
|

|

L+

□ 10人未満 []     300,000

□ 10人 以上 []     350,000

□ 5歳以上 一千

L―>

□ 10人未満 []     850,000

□ 10人以上 Eコ    1,050,000

□ 70歳 以上又は廃止 ~「~ア

L)

□ 10人未満 ―一―一 > [コ    1,200,000

□ 10人 以上  ――――一 > []   1,600,000

継ェ
セi士 仲
靱 鮨

鷹 ュ

用■
制 昔
と 員
J彙

□ 66歳 ～69歳 □ 4歳未満 一一

「

)

L)

□ 10人未満 ED     150,000

□ 10人 以上  ~~~~~) []     200,000

□  4 □ 10人未満 E]     400,000

口 10人以上 []     600,000

日 70歳以上 日 10人未満  ――一一一―) 日     800,000

□ 10人以上  ―――一―一→ E]   1,000,000

800,000円

変
更
欄

万 万 円

【変更事由】 【変更内容】

変更後

⇒

〆
―
―
―
ヽ

ヽ
ｌ
ｌ
ｌ
ノ

【算定額】

変更前

□ 実施した制度

□ 引上げた年数

□ 対象被保険者数

※上記変更欄 なる場合に使用してください。

歳一一―一→

L>

0円
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履 歴 事 項 全 部 証 明書

東京都練馬区北町六丁目25番 2号
新東都テスター株式会社

会社法人等番号 0116-01-002865

新東都自動車販売株式会社

新東都テスター株式会社 昭和 61年  6月 10日 変更

本  店 東京都練馬区北町六丁目25番 2号

公告をする方法 東京都内において発行する日本経済新聞に掲載

する。

会社成立の年月 日 日召禾日41`千16月 24日

ハ
Ｕ

日日 自動車の売買、及び斡旋並びに修理

自動車部品の販売

損害保険の代理業務

車損害賠償保障法に基 く保険代理業

品の販売及び飲食店の経営

菓子、惣菜の製造、販売

合弁形態及びフランチャイズ形態による飲食店の経営

前各号に附帯す る一切の業務

平成 15年  1月 14日 変更  平成 15年  2月 13日 登記

|||1財

発行可能株式総数 2万株

発行済株式の総数

並びに種類及び数

発行済株式の総数

6000株

株券を発行する旨

の定め

当会社の株式については、株券を発行する

平成 17年法律第 87号第 1

36条の規定によ り平成 18
年  5月  1日 登言己

資本金の額 金 1000万 円

当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければなら

ない。

平成 18年 10月 16日 設定  平成 18年 10月 31日 登記

1/2整理番 号 ヌ278519

一一ミ

ミ

゛
ヽ

ミヽ ミ

商  号

――――――――
――――――――
――――――――
――――――――
――――――――
――――――――
――――――――
―――――――
――――――――
――――――――
――――――――
岬
一

考

株式の譲渡制限に

関する規定
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受　付

令 和  3 年  3 月 30 日
池袋労働基準監督署
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意  見  書

6fue + )- E tL H

代表取締役 石塚 康夫
殿

令和  3 年  2 月 2♭ 日付 をもって意見 を求め られた就業規則案

について、下記 の とお り意見を提 出 します。

'ffittfifl *t,1" ,

コ

Ｊ

一一一副

労働組 合の名称又は労働者の過 半数 を代表す る者の

労働者の過半数 を代表す る者の選出方法 ( Q
′7

1ソ /

″ ´ ´ ヽ

職名千1フ メィフ■
氏名 うこ¢ 4

挙 手 に よる
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5 

 

２．解雇は30日前に予告するか、平均賃金30日分の解雇予告手当を支給して行う。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は解雇予告および解雇予告手当の支給をせずに即時解雇する。 

(1)日々雇い入れられる社員（１ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く） 

(2)２ヶ月以内の期間を定めて雇用している社員（所定の期間を超えて引き続き雇用されている者を除く） 

(3)試用期間中（入社14日を超えた者を除く） 

(4)第28条の規定により懲戒解雇された者 

(5)天災事変その他やむを得ない事情により事業の継続が不可能となった場合（労働基準監督署長の認定を

受ける） 

 

（解雇制限） 

第20条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間は解雇をしない。ただし、天災事変その他

やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったときで、労働基準監督署長の認定を受けたときを除く。 

(1)業務上災害による傷病で療養のために休業する期間とその後30日間。ただし労働基準法に定める打ち切

り補償を支払った場合または療養開始後３年以上経過し労働者災害補償保険法に定める傷病補償年金を

受けている場合を除く 

 

（定年） 

第21条 社員の定年は満65才とし、当該年齢に達した日以降の最初の日の15日をもって退職とする。ただし、

本人が希望し会社が必要と認めた場合は再雇用する場合がある。 

２．役職定年は満56才とする 

 

（退職） 

第22条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とする。 

(1)退職を願い出て会社の承認があったとき（会社が承認した退職日） 

(2)死亡したとき（死亡日） 

(3)有期雇用者の雇用期間が満了したとき（雇用期間満了日） 

(4)休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき（休職期間満了日） 

(5)当社役員に就任したとき（役員就任の前日） 

(6)定年に達したとき（定年年齢到達日） 

(7)行方不明となって１ヶ月が経過したとき（１ヶ月経過日） 

２．前項第１号の退職の場合、退職日の60日以上前に退職願を提出しなくてはならない。ただし、担当業務

の引継ぎが修了するまでは別途協議の上、退職日を延長することがある。 

 

（退職および解雇の手続き等） 

第23条 退職が決まった社員は、次の各号に定める事項に従わなければならない。 

(1)会社の指定する日までに業務の引き継ぎを終了させなくてはならない 

(2)退職または解雇の日までに会社からの貸与品その他会社に属するものを返還し、会社から金銭を借りて

いる場合は完済しなくてはならない 

(3)在職中に知り得た会社の機密事項を他に漏らしてはならない 

(4)会社所定の届け出用紙に必要事項を記入し、提出しなければならない 

(5)退職後３年は同一都道府県内の競合企業に就職しないこと。また、退職後３年は、競合する会社を設立

し、また、会社の従業員を引き抜かないこと。 

 

第６章 賃金等 
 

（賃金等） 

第24条 社員の賃金は、当月15日締め当月25日払いとする。賞与の支払日はその都度決定する。 

２．社員の賃金、賞与、退職金については別に定める「賃金・退職金規程」による。 

 

第７章 表彰・懲戒 
 

第１節 表 彰 
 

（表彰） 

第25条 社員が次のいずれかに該当するときは、審査の上、表彰する。 
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就業規則 (変更)届

令和  3 年  5 28 日

池 袋 労働基準監督署長 殿

今回、別添のとお り当社の就業規則を制袋■ 変更いたしましたので、

意見書を添えて提出します。

主な変更事項

条 文 改  正  前 改  正  後

卑1炎 定聾Cア歳 え率)ヘ

第2嗅 シ鶴7ひ歳 ふ乙キハウ串ジ芳う
丼虐月羊11友

-3 5,28

労働 保 険番 号
都道府県研轄 管轄 基 幹 番 号 枝 番 号 被――括事業番号

3 3 0 9 9 0 6 3 8 6

ふ り が な

事 業 場 名

しんとうとてすた―

新東都テスター株式会社

所  在  地 練馬区北町 6‐ 25‐2 ηEL 03‐ 3931‐8375

使 用者職 氏名 代表取締役 石塚 康夫

業種・労働者数 自動車の検査
業 全 体 人

人の み

6

「
ヒ

前回届出から名称変更があれば旧名称

また、住所変更もあれば旧住所を記入。

「
―
Ｉ
Ｊ
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意  見  書

6fps + 5 E l? 日

代表取締役 石塚 康夫
殿

令和  3 年  5 月 |? 日付をもって意見を求められた就業規則案

について、下記のとおり意見を提出します。

特にありません。

「
“
コ

一融

‐35〔 28

労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の

労働者の過半数 を代表する者の選出方法 (

職名 チーフメカニック

氏名 蓼内 健太郎
挙手による

yuhar
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5 

 

２．解雇は30日前に予告するか、平均賃金30日分の解雇予告手当を支給して行う。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は解雇予告および解雇予告手当の支給をせずに即時解雇する。 

(1)日々雇い入れられる社員（１ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く） 

(2)２ヶ月以内の期間を定めて雇用している社員（所定の期間を超えて引き続き雇用されている者を除く） 

(3)試用期間中（入社14日を超えた者を除く） 

(4)第28条の規定により懲戒解雇された者 

(5)天災事変その他やむを得ない事情により事業の継続が不可能となった場合（労働基準監督署長の認定を

受ける） 

 

（解雇制限） 

第20条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間は解雇をしない。ただし、天災事変その他

やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったときで、労働基準監督署長の認定を受けたときを除く。 

(1)業務上災害による傷病で療養のために休業する期間とその後30日間。ただし労働基準法に定める打ち切

り補償を支払った場合または療養開始後３年以上経過し労働者災害補償保険法に定める傷病補償年金を

受けている場合を除く 

 

（定年） 

第21条 社員の定年は満65才とし、当該年齢に達した日以降の最初の日の15日をもって退職とする。 

２． 前項による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、定年退職日の翌日から満70歳まで再雇用する。 

３．役職定年は満56才とする 

 

（退職） 

第22条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とする。 

(1)退職を願い出て会社の承認があったとき（会社が承認した退職日） 

(2)死亡したとき（死亡日） 

(3)有期雇用者の雇用期間が満了したとき（雇用期間満了日） 

(4)休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき（休職期間満了日） 

(5)当社役員に就任したとき（役員就任の前日） 

(6)定年に達したとき（定年年齢到達日） 

(7)行方不明となって１ヶ月が経過したとき（１ヶ月経過日） 

２．前項第１号の退職の場合、退職日の60日以上前に退職願を提出しなくてはならない。ただし、担当業務

の引継ぎが修了するまでは別途協議の上、退職日を延長することがある。 

 

（退職および解雇の手続き等） 

第23条 退職が決まった社員は、次の各号に定める事項に従わなければならない。 

(1)会社の指定する日までに業務の引き継ぎを終了させなくてはならない 

(2)退職または解雇の日までに会社からの貸与品その他会社に属するものを返還し、会社から金銭を借りて

いる場合は完済しなくてはならない 

(3)在職中に知り得た会社の機密事項を他に漏らしてはならない 

(4)会社所定の届け出用紙に必要事項を記入し、提出しなければならない 

(5)退職後３年は同一都道府県内の競合企業に就職しないこと。また、退職後３年は、競合する会社を設立

し、また、会社の従業員を引き抜かないこと。 

 

第６章 賃金等 
 

（賃金等） 

第24条 社員の賃金は、当月15日締め当月25日払いとする。賞与の支払日はその都度決定する。 

２．社員の賃金、賞与、退職金については別に定める「賃金・退職金規程」による。 

 

第７章 表彰・懲戒 
 

第１節 表 彰 
 

（表彰） 

第25条 社員が次のいずれかに該当するときは、審査の上、表彰する。 
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通  用

雇用保険
適
」旨
月計 所

■
業
業

事
事

ｒ
■
　

　

」
〓

ｒ

ｌ
　

　

↓
コ

．
用
難

虔■
●
ヽ

１

，
り

記

漁

Ｈ
“

所
事業主控各 種 変 更

届
届

1事業所番号 2管轄区分

3変更年月日

H210601

4事業所の名称

シントウトテスター カフ
゛
シキカ

゛
イシヤ

新 東 都 テ ス タ ー  株 式 会 社

5郵便番号

179-0081

6事業所の所在地

練 馬 区 北 町
6-25-2

7事業所の電話番号

03-3933-8375

8設置年月日 9.設置区分

S630101 rl当 然 ヽ
L2任 意 リ

10事業所区分 11産業分類

12労働保険番号

13301990671386

13

備

考

IL:菫 りi印 影

i■

印

事業主 (代理人)自li影

別
託

個

委

2011  1

「

匝亜亜∃ 回

引
劉

隔
Ｌ
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＞

（な
る
べ
く
折
り
曲
げ
な

い
よ
う

に
し
、
や
む
を
え
な

い
場
合

に
は
折
り
曲
げ

マ
ー
ク

（卜
）
の
所

で
折
り
曲
げ

て
く
だ
さ

い
．二

様式第4号 (第 7条 関係)(第 1面 )

個人番号登録あ り

帳票種別

4.離 職年月日 (元 号 4平 成 5令 和 )5.喪 失原因

雇用保険被保険者資格喪失届
標 準
字体

(必 ず第 2面 の注意事項 を読んでか ら記載 して ください )

1.被 保険者番号 2.事 業所番号 3.資 格取得年月日

1312-537266… 2 1309-408614-6 5-010729

6.離職票交付希望 7.1週間の所定労働時間 8.補充採用予定の有無

/

ヽ

の

用

紙
は

の

ま

ま

機

械
で

処

理

し

ま

す
の

で

'ちさ

な
い

よ

つ
に

し

て

く

だ

さ

い

(1褻鉾れる離職)□ (燻 )□哩□
空 自 無

1  有 )

一
　

一
　

一　

一

元 号

9.新 氏名

10.個 人番号

年 月

フリガナ (カ タカナ )

雇用保険法施行規則第 7条第 1項の規定により、上記のとおり届けます。

住   所

事 業 主  氏  名

電 話 番 号

令和   年   月   日

記名押印又は署名

Eロ

※

公共職業安定所長 殿

社

労

記

餌
務
載

険

士

欄

作成二月日 提出代行者 事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

印

<キ リ ト リ>

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 (事業主通知用 )

確認 (受 理)通知年月日  雇用保険被保険者資格取得・転勤・氏名変更届に基づき、下記のとおり確認 (通 知)し ます。

R020327 個人番号登録あり

被保険者番号 事業所番号 管轄区分 資格取得年月日

1312-537266-2 R010729

被保険者氏名 生年月日(元号一年月日) 取得時被保険者種類   転勤の年月日
/1男 ｀
、2女 ノ 321212

(

2大 正 3昭 和

4平成 5令 和

/1又 は9  - 般  ヽ
子4又 は5  高年齢  ヽ
12又 は3  短 期  |
1ヽ1高年齢(65歳以上)ノ

)

事業所名略称

新東都テスター 株式会社 2020. 3

<キ リ ト リ>

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(被保険者通知用 )

個人番号登録あり

様式第7号

被保険者番号

1312-537266-2

雇用保険被保険者証

被保険者番号
確認 (受理 )

通知年月日

1312-537266… 2 R020327

被保険者氏名

イノマタ アキヒコ

新東都テスター 株式
会社

取得時

資格取得年月日 被保険者種類

R010729
/1又 は9 -般  ヽ
14又は5  高年齢  |
ヽ2又 は3  短 期  |
1`1高年齢 (65歳以 Lソ

生年月日

(元号一年月日)

321212
2大正 3昭和

4平成 5令和
/

ヽ )

生年月日

(元 号一年月日)

321212
正

成

大

平

昭

令

O ⌒

∠

″ヽ

5 畔
トー

b
′

0
rフ

′
０
〈
〕 9

準 0
″ヽ

5

被保険者氏名 性 別 生年月日 取得時被保険者種類 転勤年月日 管轄安定所番号 雇用形態

イノマタ アキヒコ 男 3-321212 一 般 13090

資格取得年月日現在の 1週 間の所定労働時間 4000 事業所名略称 新東都テスター 株式会社

被保険者の住所又は居所

被保険者でなくなったことの原因及び被保険

者に氏名変更があった場合は氏名変更年月日

所

長

次

長

課

長

係

長 係

操
作
者

1309-408614-6 0

マ :ヒ コ 3

3

マ :ヒ コ 3
事業所名略称

転勤の年月日

2020. 3

被保険者氏名

/18欄 に対応ヽ

|す るコー ド |

をヽ記入  /
(3季 節

) するコード

/

＼
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氏 名

‖
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'0/1全 o・

I フ`

MEMO

:.y#*f "{ te#-.f Nr* F

ワ′̀1「 ノ

//イ
ノ` 、

人

彗

17F1 7:2を  111=i

l]:11 7:こを 11:10

1,事1  7:こ 0 11]=き

こil=  7:1, 111=1

211霊:  712, lil=|:

覇
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■
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■
■
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』
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発 注 請 書

新東都テスター株式会社  御中

ご担当 : 石塚社長  様

件名 :

65歳超雇用推進助成金に関する

就業規則改定・届出業務

下記のとおり、御注文をお請け致しました。

納期 :2021年 5月 31日

支払条件 :5月末払もヽ

見積No

合計金額 ¥29,937    (税込)

発注No

発イテ日

えがお社労士オフィス

〒176-0013

東京都練馬区豊玉中2-3-16

‐
「 EL: 090-7820-6280

FAX: 03-6914-5270

担当 :油原 信

210401

2021年4月 15日

数量 単価 金額

65歳超雇用推進助成金に関する就業規則改定・届出業務 1   1式 30,000 ¥30,000

2 源泉所得税 ¥-3,063

小計 ¥26,937

消費税 ¥3,000

合計 ¥29,937

備考

No. 摘要

-3,063
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キヤツシユサービスこ澤1用控
い1)t,ご利用いただきありがとうございます。

桜 台 支

普 通
1カ

｀`
1_:,ヤ

「|‖税中告納

8111
説務畢承認済

店

2C145964
ロウ:リ オフィズ

城北信用金庫

1年 用日

■::l

‐    ・ |‐‐
 |

1.151-|1391:|-213 〔ド

¥44
12:

4~31〕

航島鋏蓋lM
l■,1:::■

=鶴
寿輸露鶴
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店番

039

□座番号

轟□感度79彗 本

新東都テス ター 株式会社

代表取締役  石塚 康夫 様

N鬱。120-0051132

―・・
‐・ ●

おなまえ

店番

833

お客様薔号

75006(1

シン トゥ トテスヮー (ぉ  様
口座番号

38こ 2798
年   月

′
~

=f]紙
税 ,去

第 5条
該 当 i籠 帳

城北信用金

平 不露 台

03-3333-1121

陪蝠隕鮨 千τ

総含園瓢 警鸞預金)を ご利用いただきましてまことにありがとうございます。
次の点にご留意しヽただき、末永くお取引くださいますよう、お願い申しあげます。

。この通帳は当金庫本支店どの店舗でもご利用になれます。
・ キヤツシユカードをご利用になりますと、さらに便利なお取引ができます。
e通 帳や

=D豪
またはキヤッシュカードを紛失、あるいは盗難にあわれた場合は、至急お取引

店にお露謡、またはご来店ください。(受 付時間 :平 日9時～17時 )

上記 |り 外の時間帯および土・日・祝日につしヽては、しんきんサービスセンターにお電話くだ
さい。(電話番号03--6433--2147)

。
,涌 帳や印

=は
別々に保管された方が安全です。

・ 磁気テープを使用しておりませので、通帳は折り曲げたり、磁気の強い所へ置かないよう、
大切にお取扱いください。

・ 改 [I「]や 改絆、転居などのときはお甲めにお手続きください。
,詳 しくは当金庫ホームベージ掲載の「定期性総合□座取引規定」、「普通預金規定」、「各種
定期預金規定_1を こ鷺 ください。

・ `I不鴫な点などがございましたら、お気軽に窓□または営業担当者までお問い合わせください。
‐・・ ■■  ・  tl ●1,‐ ‐.

:■ i..=■

'・

 ・ ・ ■
=」

‐‐_ ‐
    rll‐■‐

.:|:|‐
|:11::誕聾奎善・::::
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第 3

高年齢者雇用管理に関する措置 (内規)

第 1条 (総則 )

この内規は、           (以 下 「会社」という)の 55歳以上の社員について、

高年齢者雇用管理に関する措置について定めたものである。

第 2条 (目 的)

高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくため

に、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備を行 うことを目的とする。

条 (適用範囲)

の内規は、正社員、契約社員、パー ト社員を含む 55歳以上の全社員に適用する。

第 4条 (健康管理・安全衛生の配慮 )

高年齢者への健康管理・安全衛生の配慮として以下の措置を行 う事とする。

(1)年 1回の健康診断の結果を参考に、高年齢者雇用推進者は各人ごとに健康上の問題点 (持

病など)を把握 し、長時間労働などで健康を害することの無いよう高年齢者に働きかけ

る。

(2)月 1回の社内全体 ミーティングを開催 し、高年齢者の就労環境上問題点があれば、高年

齢者雇用推進者に問題点を報告し、問題を解決 していく体制を整える。

(3)高年齢者が希望した場合に、歯周疾患検診および骨粗愁症検診を会社全額費用負担によ

り行 う制度を導入する。

第 5条 (内規の改定)

高年齢者の職場での健康管理・安全衛生に関する問題が職場で発生した際には、都度措置の見

直しを行い内規の改定を行 うこととする。

付則

この規程は、令和 3年 5月 1日 より施行する。
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共通要領 様式第 1号 (R3.4.1)

支給要件確認申立書 (65歳超雇用推進助成金)

事業主記載事項 ※ 1 確認欄

1 法人名 :新東都テスター株式会社 法人番号 :6011601002865 23年ノ月/日確認

確認者 ,豊生■__2 事業所名称 :新東都テスター株式会社

3 雇用保険適用事業所番号 : 1309-408614-6

O 以下の 4か ら 15までの事業活動等に係る状況について、「はい」「いいえ」のどちらかをO
で囲んでください。後述の「記載にあたつての留意点」の内容を了解 した上でご回答下さい。

・ 4か ら15までについて

口「いいえ」がある場合の該当番号

"  tヽ 1′ えヽ

4 平成 31年 3月 31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又

|ま支給決定の取り消しを受けたことがない、又は受けたことがあるが、当該不支給決定日又

は支給決定取消日から3年を経過している。

5 平成 31年 4月 1日 以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又

は支給決定の取り消しを受けたことがない、又は受けたことがあるが、当該不支給決定日又

は支給決定取消日から5年を経過している。

6 平成 31年 4月 1日 以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等が

いない。

7 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納

がない。

8 支給申請日の前日から起算して過去 1年において、労働関係法令違反により送検処分を受

けていない。

9 風俗営業等関係事業主でない。

10① 事業主若しくは事業主団体 (以下「事業主等」という。)又は事業主等の役員等が、暴カ

団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」

という。)第 2条第2号に規定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員でない。

② 役員等が、自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加え

る目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていない。

③ 役員等が、暴力団又は暴力国員に対して、資金等を供給せず、又は便宣を供与しないな

ど直接的あるいは積極的に暴力国の維持、運営に協力をせず、若しくは関与していない。

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いない。

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない。

11 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動

を行つていない又は行う恐れがある団体等に属していない。

12 倒産していない。

13 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、機構が事業主名

等を公表することに承諾する。

14 役員等の氏名、役職及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」又は同内容

の記載がある書類を添付している。

15 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する。

は い

隊
　
　
　
　
日

日

　

口

　

２

　

日

日

　

　

７

　

ビ

　

ビ

　

ビ́

ビ

　

ビ

密

　

ビ

　

酢

L

η 裏面にも記載事項があります。
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令和 3年  5月 31日 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 理事長

( 東京 支部長)

殿

1か ら 15ま での記載事項については、いずれも相違ありません。また、 1か ら 15ま での事業活動等又はその他

の審査に必要な事項についての確認を独立行政法人高齢 ,障害 コ求職者雇用支援機構 (都道府県支部)が行 う場合

には協力します。

また、本助成金に関 し、偽 りその他不正の行為等により本来受けることのできない助成金を受けた場合は、請求

があつた場合、直ちに請求金 (※ )を弁済 します。
※請求金は、偽りその他不正の行為による場合は、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で
算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の 20%に相当する額の合計額です。なお、偽りその他不正の行為以外の事由により本来受け
ることのできない助成金を受けた場合は、当該受け取つた額です。

事業主 住所_盤塁塁聾製区甕曇ム___________.電 話番号_OL3998-8375_
名 新東都テスタ 会社

氏名

代表取締役 石塚 康夫

代理人又は

社会保険労

練馬区豊玉中 2-3-16 電話番号_墾堅量璽星塑n___
務士 名 えがお社労士オフィス

事 氏名

務代理者の表示 ) 代表 油原 信
※社会保険労務士が事業主の申講を代わつて行う場合、上欄に事業主の氏名等を、下欄に社会保険労務士法施行規則第 16条第 2項又は同規則第 1

6条の 3の規定により氏名等を記載をしてください。また、代理人が事業主の申請を代わつて行う場合、上欄に助成金の支給に係る事業主の氏名等

を、下欄に代理人の氏名等を記載してください。

【代理人又は社会保険労務士 (以下「代理人等」という。)記載欄 ※事業主等が直接申請する場合は記載不要です】

本助成金に関し、審査に必要な事項についての確認を独立行政法人高齢・障害 口求職者雇用支援機構 (都道府県

支部)が行う場合には協力します。

また、本銃成金に関し、偽りその他不正の行為により申請事業主等が、本来受けることのできない助成金を受け

た又は受けようとした場合であつて、代理人等が故意に不正受給に関与していた場合 (偽 りその他不正の行為の指

示やその事実を知りながら黙認していた場合を含む。)は、①申請事業主等が負担すべき一切の債務について、申

請事業主等と連帯し、請求があつた場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと、②代理人等に係る事務所 (又

は法人等)の名称、所在地、氏名及び不正の内容が公表されること、③不支給とした日又は支給を取り消した日か

ら起算して5年間(取 り消した日から起算して5年を経過した場合であつてもt請求金が納付されてしヽない場合は、

時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、雇用関係助成金に係る代理人が行う申請又は社会保険労務士が

行う提出代行、事務代理に基づく申請ができないことについて承諾します。

代理人又は

社会保険労務士

住所____優置 塁 理 ■ 土 L___________
名称__麹 墜譴:盤量塑:L2∠二 _______
氏名

務代理者の表示 ) 代表 油原

出代行者

※代理人等が事業主の申請を代わつて行う場合、代理人等の氏名等を記載してください。

電話番号 090-.7820-6280
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(別 紙 )

役員等一覧

法人名   新東都テスター株式会村

,去 人権昏:手}  6011601002865

事業所名称 新東都テスタ 会 社

雇用保険適用事業所番号 1309-408614-6

注 1)法人番号は、平成 27年 10月 以降国税庁長官から本社等に通知された 13桁の番号を記載してください。

注 2)「役員等」とは、事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、

理事等をいい、役員名簿等に記載がある者をいいます。

注3)個人事業主の場合、事業主本人について記載ください (役職除く)。

注4)役員等の就任中に氏名の変更等があつた場合は、変更前の氏名 (旧姓)も併記してください。

役員等氏名

(漢字)

役員等氏名

(カ ナ)

役職 生年月日

石塚 康夫 イシヅカ ヤスオ 代表取締役 昭和 25年 7月 28日

石塚 千賀子 イシヅカ チカコ 取締役 昭和 25年 2月 6日

加賀谷 長之 カガヤ ナガユキ 取締役 昭和 11年 7月 6日

青山 章子 アオヤマ ノリコ 監査役 昭和 19年 8月 20日
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